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災害時等における放置車両移動措置として 

（一社）日本自動車連盟鳥取支部と協定を締結 
～道路啓開作業の円滑な実施のために～ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知らせ 

  

【目的】 
平成２６年１１月に改正された災害対策基本法により、大規模災害時等において

道路啓開が必要となった場合に、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道

路管理者による放置車両対策が位置づけられました。 

 

これを受けて、国土交通省鳥取河川国道事務所及び倉吉河川国道事務所で

は、道路啓開作業を円滑に実施するため、放置車両の移動措置を、（一社）日本自

動車連盟鳥取支部の協力を得て実施できるよう、以下のとおり協定を締結しまし

た。 

 
  

●協定締結日：平成２７年２月２５日（水） 

●協定の内容：災害時等において、放置車両や立ち往生車両（スタック車両）が発生し、迅速な

道路啓開が必要となった場合において、道路管理者（国）が災害対策基本法

第７６条の６に基づく、道路区間を指定し、車両の移動措置を行う場合に、（一

社）日本自動車連盟鳥取支部へ協力を要請し、その車両を移動すること。 

          ※災害対策基本法の改正概要は、別紙１のとおり 

●協定の範囲：国土交通省鳥取河川国道事務所及び倉吉河川国道事務所が管理する国道 

（別紙２－１、２－２のとおり） 

 
 

  

問い合わせ先 
 

国土交通省 中国地方整備局 

         鳥取河川国道事務所    TEL：０８５７－２９－１９７１（直通） 

              副所長（道路）    川上 隆三 （かわかみ りゅうぞう） 

       【担当】道路管理第一課長    石飛 茂継 （いしとび しげつぐ） 

【広報担当窓口】計画課長    前田 文雄 （まえた ふみお） 

 

国土交通省 中国地方整備局 

         倉吉河川国道事務所    TEL：０８５８－２６－６２２１（代表） 

              副所長（道路）     安野 聡 （やすの さとし） 

【担当】道路管理課長     山脇 健一 （やまわき けんいち） 

【広報担当窓口】調査設計第二課長     小田 嘉幸 （おだ よしゆき） 



● 災害対策基本法の一部を改正する法律 

 大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅
速に確保するため、道路管理者による放置車両対策の強化に係る所要の措置
を講ずる。 

・首都直下地震など大規模地震や大雪等の災害時には、被災地や被災地に向
かう道路上に大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消防や救助活動、
緊急物資輸送などの災害応急対策、除雪作業に支障が生ずるおそれ。 

改正の背景 

法律の概要 

車両移動のための具体的方策 
（例：ホイールローダーによる移動） 

被災地 

被災地へアクセスする道路に
ついても、緊急通行車両の通
行のため、 緊急に啓開が必要 

 緊急車両の通行を確保する緊急の必要が 
 ある場合、道路管理者は、区間を指定し 
 て以下を実施。 

 ・緊急車両の妨げとなる車両の運転者等 
  に対して移動を命令 
 ・運転者の不在時等は、道路管理者自ら 
  車両を移動 
 （その際、やむを得ない限度での破損を 
  容認し、併せて損失補償規定を整備） 
※ ホイールローダー等による車両移動 

２ 土地の一時使用等 

 １の措置のためやむを得ない必要がある時、 
 道路管理者は、他人の土地の一時使用、 
 竹木その他の障害物の処分が可能。 

※ 沿道での車両保管場所確保等 

３ 関係機関、道路管理者間の連携･調整 

 ・都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、 
  １の措置の要請が可能 
 ・国土交通大臣は、地方公共団体に対し、１の措置について指示が可能 
  （都道府県知事は、市町村に対し指示が可能） 

※ 高速道路については、高速道路機構及び高速道路会社が連携して対応 

１ 緊急車両の通行ルート確保のための 
 放置車両対策（災害応急措置として創設） 

・一方、道路法に基づく放置車両
対策は、非常時の対応としては
制約があるため、緊急時の災害
応急措置として、災害対策基本
法に明確に位置づける必要。 

（首都直下地震における八方向作戦の例） 

別紙１ 



別紙2-1「鳥取河川国道事務所協定範囲」 
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別紙2-2 「倉吉河川国道事務所協定範囲」 
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 凡  例  
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